
 農業機械北海道 No.870 - 1 - 

 

 
No. ８７０ 

平成 20 年 12 月 15 日 

―――――――――――― 
＝ 発行所 ＝ 

社団法人北海道農業機械工業会 
編集発行人 原 令幸 

〒060 札幌市中央区北２条西２丁目 

-0002      札幌三博ビル 

Tel： (011)-251-7743 Fax：(011)-241-0497 
Email. info@hokunoko.jp 

―――――――――――― 
 

目  次 
 
 

 
創立五十周年記念式記念講演 
 
１．北海道農業の展開方向－消費者の信頼を基盤

とした食の「北海道ブランド」の確立に向けて 
北海道農政部食の安全推進局長 竹林孝氏 

・・・・・・・ 1 
 
２．農業機械をめぐる現状・課題と今後の方向 
－農水省審議会分科会での議論を踏まえて－ 

東京農工大学副学長・理事 笹尾 彰氏 

・・・・・・ 9 
 
３．平成 20 年度景気動向アンケート調査・ 16 
 
４．本会会員の農業機械出荷調査結果・・・ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

創立五十周年記念講演 
 

 
昭和 33（1958）年 6 月 27 日に設立された北海

道農業機械工業会は，昭和 45 年 4 月に社団法人

に改組して足固めをしつつ発展し，本年満 50 周

年を迎えた。そこで本会は，去る 5 月 26 日に札

幌全日空ホテルに於いて創立五十周年記念式典

を開催した。この式典は，来賓と会員で 100 余名

の参加を得て，第１部記念式典，第 2 部記念講演

会，第 3 部祝賀パーティーを開催し，50 年に亘る

来し方を想い，未来の展望を語り合った。本誌で

は，第 2 部記念講演の内容を紹介する。 
 
記念講演１ 
「北海道農業の展開方向－消費者の信頼を

基盤とした食の「北海道ブランド」の確立に向

けて」 
北海道農政部食の安全推進局長 竹林孝氏 

 
講師略歴 
【最終学歴】昭和 53 年 3 月北海道大学農学部農学

科卒業 
【職歴】昭和 53 年 4 月北海道農政部に入り，上川

支庁農務課勤務を振り出しに，平成 13 年 4 月農政

部農業企画室参事，平成 14 年 4 月農政部酪農畜産

課長，平成 16 年 4 月農政部農政課長，平成 18 年 4
月農政部食の安全推進局長，現在に至る。 

 
ご紹介頂きました北海

道農政部食の安全推進局

長の竹林で御座います。先

ずは，(社)北海道農業機械

工業会が創立 50 周年を迎

えられたことに心からお

慶びを申し上げます。また，

会員の皆さまには，日頃か

ら北海道農業の振興に

様々な立場からご理解ご

支援を頂いておりますことをこの場を借りて厚

く御礼申し上げます。私は北海道生まれの北海道

育ちであり，北空知の稲作農家の息子です。今も

兄弟は，明治 25 年に富山から入植した 5 代目と

して米作りにいそしんでいます。私は昭和 31 年

生まれで，子供の頃には農作業を手伝うのが同世

代のルールでしたから，馬が 2 頭いて馬耕をした

り，冬には馬橇で山土を運んで客土をしたのを覚

えています。間もなくして耕耘機が入り，中学生

時代には農業構造改善事業でトラクタが入り，非

常に感激しました。稲刈りは，手刈りからバイン

ダ，コンバインとなり，腰を屈めての重労働から
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近年の食の安全・信頼等に関する主な出来事 
 
平成 ８年 Ｏー１５７食中毒が岡山・大阪で発生 
平成１２年 雪印乳業製低脂肪牛乳の黄色ブドウ球菌による食

中毒事故 
平成１３年 国内初のＢＳＥ感染牛が発見 
      中国産冷凍ホウレンソウから残留農薬検出 
平成１４年 大手食品メーカーの偽装表示が次々と表面化 
平成１５年 アメリカで BSE 発生 
平成１６年 79 年振りの高病原性鳥インフルエンザ発生 
平成１８年 不二家の不適切な食品管理の実態が表面化 
平成１９年 ミートホープによる牛ミンチの偽装 
      石屋製菓，赤福，船場吉兆など食品不祥事が頻発 
平成２０年 中国製冷凍ぎょうざによる農薬中毒事件  

 

 

 

機械を運転する軽作業になって，農業機械化の恩

恵を身にしみて感じた世代の一人です。 
さて，最初に私共の「食の安全推進局」が担当

している領域を説明します。言うまでもなく食の

安全安心に関わる施策を核にしていますが，右表

の「近年の食の安全・信頼等に関する主な出来事」

に示すような大きな事件が起きた時，道庁内の部

課横断的な対応について総括する役割もありま

す。先日の GW の際は，鳥インフルエンザが発生

し，関係する庁内のセクションと様々な対応を行

っていたところです。また，米や畑作・酪農の生

産や流通対策，農試・普及センタによる技術普及

も担当しています。今日は今後の北海道農政の展

開に於いて，特に消費者の立場に立った施策をど

のように進めているか，どのように展開しようと

しているかについてご紹介したい。 
 
１．北海道食の安全・安心条例 
農業機械工業会が設立された昭和 33 年は，東

京タワー建築，プロ野球で長嶋茂雄 4 打席 4 三振

デビューと川上哲治の引退，秋のフラフープの大

流行，聖徳太子の 1 万円札登場，大卒初任給 12
千円台と言う話題のあった年です。次いで「食」

について今日と比べると，米消費量は日当たり茶

碗 6 膳の 315 グラムを食べて消費カロリーの 48%
を得ていたものが，今日では肉 5 倍，乳製品 4 倍，

油脂類 3 倍を採り，米のカロリー供給は 21%に減

って「主食」の地位を危うくしています。さらに

日本の食糧自給率は，当時の 79%から今の 39%へ

と半減しましたが，世界中から食料を調達して質

量とも豊かな食生活を手に入れてきました。世界

各国から多種多様な食品を輸入することができ

るようになり，また，農業生産技術や食品の加

工・流通技術の進歩により，利便性・快適性は大

きく向上しています。しかし，生産から消費まで

の過程（フードチェーン）は複雑化して消費者に

不透明になり，加えて新しい食品技術の安全性，

社会的な受容性についての不安感が出てきてい

ます。食は，命の源泉であり，その安全性に信頼

が置けなければ，社会基盤そのものが脅かされる

事態となります。前述の「食の安全・信頼等に関

する主な出来事」を細かく見るまでもなく，課題

の一端がうかがえると共に，近年ほど食の安全安

心がクローズアップされた時代はなかったと思

います。 
他方，生産量で北海道が全国一の主な農産物と

して小麦，大・小豆，隠元，馬鈴薯，玉葱，牛乳，

牛肉など，水産物の鮭，帆立，昆布などを合わせ

20 品目近くあって，我が国最大の食料生産地域で

あり，それらで国産供給熱量の約 2 割を供給する

など，我が国における食料の安定供給に大きく貢

献していることは周知の通りです。そればかりか，

北海道の製造品出荷額に占める食品工業（食料品

及び飲料・たばこ・飼料）の割合は 35.2％となっ

ており，全国の 10.2％を大きく上回っていますか

ら，北海道の食品加工は経済上でも重要な地位を

占めています。したがって北海道においてこうし

た産業を発展させていく上で食の安全安心を確

保することが大変重要になります。 
北海道の 1 次産品の消費者評価を道で調査した

ところ，右図のように道産食品は「安全である」，

「だいたい安全である」とする人が 9 割に上って
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信用されています。さらに 1 次産品の生産地域が

知られているか，製品ブランド名が通じるか等に

ついて日経リサーチが調べた地域ブランド力調

査（2006 年）では，生産地域としての都道府県名

で北海道がトップであるし，名産品 100 選には，

夕張メロン，利尻昆布，札幌ラーメン，北海道牛

乳など 10 品目が入っており，高いブランドを誇

っています。 
以上のように農業と食品産業が道経済の中核

にあること，その食品に対する高い良好なイメー

ジも持ち合わせていることから，これらを一層発

展，向上させることが重要であります。道農政部

では平成 16 年に「北海道農業・農村ビジョン 21」
を策定し，本道の農業・農村の目指すべき姿を，

食・環境・人・地域の 4 つの視点から明らかにし

ました。「食」については，消費者と生産者が食

を通して強い絆で結ばれた農業・農村の構築，す

なわち信頼関係がしっかりと築かれた姿を作る

ことをビジョンとしました。さらに「環境」に対

しては，環境と調和しながら持続的に発展してい

く農業・農村の構築，「人」に対しては，多様な

担い手が生き生きと活躍する農業・農村の実現，

「地域」に対しては，個性を生かして地域が輝く

農業・農村を目指す施策を進めると言うものです

が，ここでは食のみに話題を絞って話を進めさせ

て頂きます。 
先程，「食」については消費者と生産者に信頼

関係がしっかりと築かれた姿を作ることをビジ

ョンとしていると紹介しましたが，その具体的取

り組みとして食の安全・安心を巡る様々な問題へ

の対応や，食の「北海道ブランド」を維持・発展

させていくため，平成 17 年に「北海道食の安全・

安心条例」を制定しました。そのポイントは，①

我が国最大の食料生産地域として，消費者重視の

視点に立ち，北海道らしい特色ある具体的な施策

を盛り込む。②食のリスクコミュニケーションや

食育を国に先駆け積極的に推進する施策。③全国

で初めて遺伝子組換え作物の開放系での栽培に

よる交雑・混入の防止に関する措置を盛り込む，

など 7 点上げております。この条例に基づく施策

体系については，資料を見て頂くとして，代表的

事項を説明させて頂きます。 
 

２．ＧＭ条例 
遺伝子組換え作物等を巡る動きを振り返ると，

1994 年に日持ちする
．．．．．

トマト品種が開発されまし

たが，このトマトはあまり普及せずに終わってい

ます。次いで 1996 年に殺虫性遺伝子を組み込ん

だ Bt トウモロコシが登場し，病害虫の防除が軽

減されました。また，強力な除草効果のあるラウ

ンドアップ除草剤への耐性を組み込んだ大豆は，

除草剤をかけても枯れないため，除草作業が楽に

なりました。これらの登場により，世界の遺伝子

組換え作物の栽培面積は年々増加し，2007 年では

１億 1,430 万 ha まで伸びました。大豆，トウモロ

コシ，ワタ及びナタネの 4 作物については，世界

の総栽培面積の 37％が遺伝子組換え作物となっ

ており，なかでも大豆は 64％に達しています。わ

が国では食品として人の健康への影響を審査す

る食品衛生法で遺伝子組み替えの 88 品種が審査

済みであり，大豆，玉蜀黍，甜菜，馬鈴薯，菜種

等にＧＭ作物の栽培や利用が承認されています。

また，家畜の飼料としての安全性を審査する飼料

安全法では，52 品種審査済みですし，野生生物と

の交雑など環境への影響を審査するカルタヘナ

法で 108 品種が審査済みです。そうした状況の中

で，道内でも農業試験場で GM 作物を試験栽培す

る動きや，農家からも GM 作物を栽培する意向が

出ましたが，食品の安全性，バイオ産業の振興，

農業生産の拡大，環境への影響，地域農業の振興，

海外の種子業者に独占させて良いかというよう

な反グローバリズムの視点など様々な観点から

先鋭的な賛否両論が出て大変に混乱しました。遺

伝子組換え作物についての道民意識調査では「食

べることへの不安感」が 80％を超える一方，バイ

オ産業の振興などの観点から「試験研究の重要

性」を指摘する声が 66％を占めるなど，様々な意

見が出されました。そこで食の安全・安心条例と

併せて「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による

交雑等の防止に関する条例（GM 条例）」を制定し，

消費者の GM 作物への根強い不安感がある中で，

GM と一般作物との交雑が起きると北海道ブラン

ド力に大きな影を落とさないように，また試験研

究機関のGM試験では周辺農家や消費者団体との

軋轢を回避できるように配慮しました。この GM
条例では，一般作物との交雑・混入を防止するた

め，一般農家の栽培は許可制，試験研究機関の栽

培については届出制とし，規則等で周辺住民に対

する説明会の開催，交雑混入防止のための隔離距

離（イネ：300ｍ以上，大豆：20ｍ以上等）や管

理方法などの具体的な基準を定めました。 
こうした条例により規制することについて，今

でも遺伝子組み換え技術を推奨する立場の方々

からは異論が出されますが，道の農業振興に責任

を持つ立場から言えば，現時点では道産 GM 大豆

は要らないと考えます。世界の大豆生産量が 2 億
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2 千万ｔ，日本の消費量が 440 万ｔなのに対し，

道内生産量がわずか 5 万ｔで，豆腐・納豆・味噌

の高品質原料としてブランド力があります。さら

に大豆の内外価格差は 3～5 倍ある中で，GM 化に

よってある程度のコスト低減ができても，海外と

同じ土俵上で道産GM大豆が生き残る道はないで

しょう。道産大豆は，従来通り良品を追い求め，

消費者との信頼度に於いて海外産品と競うのが

よいと思います。 
 

３．食の安全安心に関わる幾つかの取組み 
道産品にブランド力があるとは言え，慢心して

いると安全に関わる事故が起きるなどで，何時か

はおかしくなりますから，これを避ける生産・流

通体制を維持し，消費者に理解される食の安全安

心に関わる取組みを一層進める必要があります

ので，道の施策について幾つかご紹介します。 
（１）YES! clean 制度 
これは化学肥料や農薬

の使用量を減らすなど，一

定の基準をクリアしたク

リーン農業技術により栽

培された道産農産物を表

示する制度です。平成 3
年に道がクリーン農業を

提唱した当時は，クリーン

農業技術の道産農産物に

該当しない産品はクリー

ンでないのか，化学肥料や

農薬の使用量は登録基準まで許されるのだから，

それより少なくする意義はないなどのご批判を

受けましたが，平成 15 年から右の YES! Clean マ

ークを付けて販売することで普及が進みました。

具体的に稲作で見ますと，試験場の実証試験から

農薬では慣行の 22 成分を半分の 11 成分に減らし，

化学肥料では平均 10kg/10a を 7～8kg に落とす技

術体系を完成させました。こうした栽培基準に基

づいて生産した農産物を認定し，右の Clean マー

クを付けて消費者に分かりやすくします。この制

度は年と共に理解され，平成 20 年度は 1 万 1 千

農家で 53 品目 13,258ha が YES! Clean 農作物とし

て生産されるまでに広がっています。 
（２）道産食品登録制度 
これは平成 18 年に制定したばかりですが，道

産の原材料を使用し，道内で製造・加工された道

産へのこだわった加工食品に右のマークを付け

るものです。JAS 法は，加工食品の原料原産地表

示を定めていますが，生鮮品に近い 20 品目だけ

が指定され，その他の多くの加工食品には原材料

の原産地表示を義務付けていません。そこで道産

原料を使っているなら，ぜひ道産原料マークを付

けて欲しいと要請し，これまでに冷凍枝豆，トマ

トジュース，そばなど農産加

工品が 86 品，ソーセージ，ハ

ムなど畜産加工品が 46 品，し

しゃも，たらこ，昆布など水

産加工品が 88 品，サイダー，

日本酒，ワインなどその他が

13 品，合計で 233 品が認定さ

れています。認定に際しては，

登録機関による検査に合格す

る必要があります。例として

柳月製菓子の三方六は，主原

料の小麦，ビート糖，バター

等乳製品など全て道産品で作

られています。 
（３）道産食品独自認証制度 
道産原材料にこだわるだけでなく，高レベルの

安全・安心基準をクリアした上で，優れた個性を

有する最高レベルの食品を，消費者と専門家によ

る食味評価を経て認証するものであり，いわば道

産食品のトップレベルのものです。そのため①主

な原材料に道産品を使用して道内で生産され，②

原産地，生産方法など情報を提供し，③HACCP
を参考にした高度な衛生管理を設定して，④品目

別に定められた認証基準に適合し，⑤消費者，専

門家，第三者機関が厳格にチェックすることで認

定され，右の「きらりっぷ」マークが表示できま

す。これまでにハム，ベーコン，日本酒，みそ，

アイスクリーム，チーズ，熟成塩蔵さけ，いくら

等 12 品目（認証基準は 14 品目に制定）について，

55 社の 75 品が認証されています。 
（４）HACCP 的な衛生管理の導入 
HACCP は，1960 年代に米国で宇宙食の安全性

を確保するために開発された食品の衛生管理方

式であります。これは従来ロット毎のサンプル検

査で出荷していた方式を，食品の製造工程で発生

する恐れのある微生物汚染等の危害をあらかじ

め分析（Hazard Analysis）し，どのような対策を

講じればより安全な製品を得られるかという重

要管理点（Critical Control Point）を定め，一定の

管理基準によって連続的に監視していくプロセ

ス管理方式であり，平成 8 年の食品衛生法改正に

より，営業者の申請による厚生

労働大臣の承認制度となってお

り，右の認証マークを製品に添

付できます。 
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 点検項目にしっかり取り組
むことで、安全な農産物が
生産できる。
 記録を残せば、消費者・食

品事業者への説明や問題
が起った時の原因究明に
役立つ。
 お金があまりかからない。

結
果

管
理

工
程

管
理

収
穫
物
を

検
査
す
る

農
作
業
の
各
工
程
を

記
録
・点
検
す
る

 全ての農産物は検査困難。

 農薬（約500種類）の検査だ
けでも、かなりの お金がか
かる。

 
結果管理から GAPへの移行 

 
これを導入するには，高度

な施設整備が必要になるた

め，「北海道 HACCP 自主衛

生管理認証制度」を設けて中

小企業でもこの考え方に基

づいて取り組めるように仕

組みを作りました。道のホー

ムページから「HACCP に基

づく衛生管理導入の評価調書」をダウンロードし，

その施設の状態や管理運営の方法の質問を自己

採点し，自分がどの「段階」にあるかを知ってい

ただき，さらに一段上げる目標を持つことにより，

衛生管理の向上を目指していくものです。この評

価調書では，自主管理の状況に応じて 8 段階に区

分し，HACCP の取り組みを総合的に判定するよ

うになっています。上位 6 段階までは保健所が無

料評価します。HACCP に基づく自主衛生管理が

可能な状態になっていると考えられる 4 段階以上

の場合は，道のホームページに掲載することが出

来ます。高レベルの 7・8 段階は「北海道 HACCP
自主衛生管理認証制度」により，登録された民間

の衛生コンサルタント会社等（登録評価機関）が

現地調査を行い，審査は有識者などで構成する認

証審査会が行います。認証を受けた衛生管理方法

により製造・加工された食品には，右端の北海道

HACCP 自主衛生管理認証制度認証マークを表示

することが認められます。 
（５）農業生産工程管理手法（GAP） 
農業生産の場において農業生産者自らが，食品

安全の確保，環境保全など様々な目的を達成する

ために，①農作業の点検項目を決定（Plan）し，

②点検項目に従い農作業を行って記録（Do）
し，③記録を点検・評価して改善点を見出

（Check）し，④次回の作付けに活用（Action）
するという一連の「農業生産工程管理手法」

（プロセスチェック手法）を GAP（Good 
Agricultural Practice）を言います。これは食品

加工工場での HACCP と同じ考えであり，こ

れまでは出荷生産物を検査して安全安心など

を保証してきましたが，生産物の全品検査が

できないばかりか，たとえば約 500 種類ある農薬

の検査を全て行うとしたら，かなりの 経費が掛

かります。一方，GAP 手法の導入によって農作業

の各行程を一定基準で点検・記録し，安全性ある

いは品質の高い製品ができるという工程管理を

行う考え方であり，従来法よりお金があまりかか

らない上に，記録を残せば消費者への情報公開，

食品事業者への説明や問題が起った時の原因究

明に役立つという副次的な効果もありますから，

これを積極的に導入していこうと思います。 
この GAP 手法は，欧州小売業組合が 2000 年に

策定した EUREPGAP が先導的なもので，これは

2007 年に「グローバル GAP」に名称変更されて

いますが，「食品の安全性の確保」「環境負荷低減」

「作業者の労働安全」「動物福祉」等に関する約

200 項目の管理点から構成され，2006 年末で約 5
千 9 万件を認証しています。欧州に農産物を輸出

する時は，同 GAP に準拠していることを要求さ

れるのが普通になっています。これをモデルに３

年程前に日本 GAP 協会が策定・認定する「JGAP」
が出来ており，管理項目に「農産物の安全」「環

境への配慮」「生産者の安全」など約 130 項目が

定められている。昨 19 年 8 月にグローバル GAP
から同等との認可を取得し，輸出時に JGAP を受
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道産米の道内食率の推移
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けていればグローバル GAP をクリアしていると

して扱ってくれます。ただし，昨年暮れで約 200
件程度しか認可されていないと聞いています。ま

た，農林水産省は，昨 19 年 3 月に農業者が取り

組み易いように「基礎 GAP」と言う汎用性の高い

モデルを作成・公表していますが，これは基礎的

な事項について管理点を定めているものであり，

GAP への理解を高めるために策定されたもので

す。その他にも，イオン，日本生協連合会など民

間流通業者等が，産地に対し GAP 手法の導入を

求める動きもありますから，いずれ GAP の考え

方，手法はさらに広がると見られます。 
（６）地産地消 
この他に道では，食を

通じて生産者と消費者

が強い絆で結ばれた関

係づくりを進めるため，

「愛食運動」を官民一体

で推進するなど地産地

消，食育（食に関する知

識と食を選択する力を

養い，健全な食生活を実践する人を育てる）を展

開しています。 
まず地産地消については，平成 9 年度に道が提

唱し道内の広範な 48 機関・団体で設置した「北

のめぐみ愛食運動道民会議」（会長：北海道知事）

を中心に，地産地消，スローフード運動などの「愛

食運動」を積極的に推進しています。特に毎月第

３土日曜日を「愛食の日」と定め，道民が道産の

食品を積極的に選択するよう普及啓発を進めて

います。量販店等の協力を得て，道産品を積極的

に販売して貰っています。標語も「どんどん食べ

よう道（土曜）産 DAY（日曜 Sunday）」と語呂合

わせをしています。 
さらに道産米の道内食率の向上，いわゆる「米

チェン！」運動を積極的に行ってきました。道産

米は，品種改良と栽培技術の向上によって府県米

に勝るとも劣らない食味を持っていますが，その

実力が道内に十分浸透せず，他の米主産県では地

場消費が８割を超えているのに，道産米の道内消

費量は低迷していました。道産米の道内食率の推

移を示すグラフは，平成年代初期は 55％弱でした

が，平成 7 年に昔の食管法がなくなって新食糧法

＝「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律」に変わり，米の流通が完全に自由化されて府

県米の売り込みが強まって，平成 8 年に道内食率

が 37％まで落ち込みました。米余り問題はご存じ

の通りですが，減反面積の配分方法は，今は 6 月

末の在庫量の多少に応じて翌年の生産量が割当

られる，つまり米が売れた地域はより米が作付け

できる方式になっています。加えて地産地消でき

れば，米生産者は府県への出荷に比べて流通経費

も販売促進費も少なくてすみ収益が上がります。

本道稲作を安定させるには，新品種が次々登場し

道産米が美味くなったことを周知して道民の皆

さんに食べて頂き，道産米需要量を増大させ，併

せて前述の利点によって道内経済も向上するよ

うに，愛食運動・「米チェン！」を展開しました。

平成 17 年に「北海道米食率向上戦略会議」を設

置し，行政や農業団体，消費者団体，経済界が一

丸となって道産米のＰＲを実施し，昨 19 年度に

おける北海道米の道内食率は，過去最高の 70％ま

で向上して運動効果を発揮しています。戦略会議

は，３年前に高橋知事，昨年秋から北島三郎をコ

マーシャルに登場させ，北海道米の道内食率を

80％まで引き上げることを目標に展開していま

す。 
（７）北海道農業の新しい動き 
今回は，農業のあり方の内で「食」についてお

話しました。本当なら担い手・農地・所得政策な

どの農業についての課題も説明せねばなりませ

んでしたが，だんだん時間が押してきました。最

近の北海道農業に関する新しい前向きな動きに

ついて，数点，かいつまんでお話します。 
まず，米や小麦といったメジャーな作物につい

て，来年から有望な新品種が登場します。コシヒ

カリに匹敵する食味をもつ「上育 453 号」，これ

までの品種に比べ収量が 2 割程度高く品質も良い

秋まき小麦の「きたほなみ」などです。 
酪農では，チーズ工場の新増設が道内で相次い

でおり，製造能力が倍増します。飲用牛乳の消費

が少子化などから減少しており，バター・脱脂粉

乳は今は高関税で守られているものの将来的に

は国際化の進展は避けられない中で，消費の拡大

が期待できるチーズの生産体制の強化は，酪農の

安定的な発展に大きな意義を持つものです。 
さらに，道内 2 ヶ所で，我が国初のバイオエタ
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「北海道の食」に関するサイト 
 
■ 北海道食の安全・安心ポータルサイト 
   食の安全・安心に関わる情報を収集・整理し，総合的に提供して 

います。 
   http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/potal/ 
 
■ 元気もりもり道産子の食育 
   北海道の食育に関する情報を提供しています。 
   http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/syokuiku/ 
 
■ 食の安全・安心インフォメーション 
  ～北海道スローフード＆フェアトレード（月２回程度発行）～  
   食の安全・安心に関するお役立ち情報，「食」に関するイベント， 

北海道の取組などをお知らせします。 
   http://www.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 
  

 

ノール工場の建設が進められております。また，

1 次産品の付加価値をどう高めるかが重要な課題

であり，昨年，東京農大の小泉武夫教授に道のア

ドバイザーをお願いし，地域の具体的な取り組み

に対して助言・指導を頂いております。 
 
４．おわりに－「食の北海道ブランド」の確立に

向けて－ 
本日の主題である食の安全では，第 1 に「安全・

安心な北海道ブランドを作る」ことをキッチリし

たいと思っています。これはＹＥＳ！clean 農業，

きらりっぷなど優れた食品の生産・製造を振興し

て行くことです。まず作る部分でイメージだけで

なく，実体をより確かなものにすることでありま

す。第 2 には「安全・安心な北海道ブランドを守

る」ことも力を入れます。これは，①先のミート

ホープ問題など一連の不祥事で道産品の信頼を

失墜しましたが，道では安全安心を守る行政の立

場から，量販店から商品を抜き打ち的に買い取っ

て DNA 検査するなど，検査・監視を強化してい

ます。次いで②遺伝子組換え農産物の交雑・混入

防止では，消費者から北海道ブランドが信頼され

るように制度運用に努めて参ります。③道民や消

費者に「北海道ブランドの価値を理解して頂き，

積極的に選択して貰える」ようにします。道産品

を買い，消費して頂くことで農家が再生産でき，

加工業者に仕事が回って利益を得られる訳です

から，その意味で食育や，米チェン！などの地産

地消などを進めているわけです。 
行政は，以上述べたように北海道ブランドを

「作り」「守り」「支える」努力をしていますが，

やはり農家や製造業者が，生産から消費に至る各

段階で，北海道ブランドを「作り」，「守る」よう

にしっかりと取り組んで貰うことが大切ですし，

なにより道民・消費者に北海道ブランドを「支え

て」貰うことが重要であります。これらによって

道産品の地位を高めて行くこ

とが必要と考えて施策を進め

ております。 
時間が参りましたので与え

られたテーマによる話を終ら

せて頂きますが，北海道のホー

ムページにも色々の情報を載

せています。皆さまには，それ

ぞれの立場で北海道の農産

物・食品にご理解とご支援を頂

ければと思っています。ご静聴

ありがとう御座いました。 
 
＜質疑＞ 
質問： 
お話を拝聴して北海道農業

に関わる者として大変楽しく

なりました，ありがとう御座いました。ついては，

近年，食料の国際間争奪戦が始まっています。一

方，吾々は生産調整で苦しんでいますが，諸情勢

によってこの扉が開き，新たな展開が始まるとす

るといつ頃とお考えでしょうか？ 
回答： 
永い人類史で食料余りが話題になったのは，日

本でわずか 30 年程に過ぎません。これからはエ

ネルギー問題，環境問題が絡んで，農畜産物の用

途が単に食べものに限らず，オイル代替，工業製

品原料などに向けて，再生産可能な資源として見

直され，ご質問の通り食料争奪時代に移行するか

と思います。ご案内の通りバター始め乳製品は 2
年前の 2 倍に高騰し，それでも入手困難の状況で

すし，小麦，米でも国際価格が高騰していますが，

この状態はしばらく続くと思っています。こうし

た中で北海道農業の時代が到来すると考えます

から，それまでどのように生産力を維持していく

かが大切と思います。バイオエタノール問題は，

北海道でも苫小牧と十勝清水で取組が始まり，JA
グループが進めている十勝清水では余っている

ビートや規格外の小麦などを使います。これらは，

国産のバイオエタノールに先鞭をつける動きと

http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/potal/�
http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/syokuiku/�
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して注目しています。これからは，稲藁や間伐材，

ソフトセルロース系から，どのようにエタノール

を作るか，も道内で進めたいと思います。 
 

 
 
 
 

コラム：農業機械化 50年 
 
 本会が設立された昭和 33 年から今日までの 50 年に亘る北海道農業の歴史は，「創立 50 周年記念

誌 北農工 50 年の歩み」で明らか

にしていますが，この間の 50 年は，

農業構造改善事業を初めとする「近

代化と経営の安定」を目指した農政

によって，あらゆる面で大きな変化

を遂げ，すばらしい発展をしていま

す。 
今，昭和 35 年と平成 17 年の農業センサスから，北海道農業の基本的データを抽出して右表に整理

すると，農耕地面積は大差ないのに，農家戸数は 1/4，農業就業者数は 1/5 に減って経営規模の拡

大が明らかになります。一方で代表例とした 10a 当たり水稲投下労働時間も 1/5 に減りますから，

就業者の削減割合に見合うように投下労働時間が減って，100 万 ha の農耕地が維持され，大規模

な経営をしながらも適期作業を行っていることを予測させます。これは取りも直さず農業機械化の

成果であり，吾々農機業界の生き甲斐とも言えます。 
そこで農作業の観点からセンサスを見直して右表を作りました。昭和 35 年は，まだ平均１戸に

１頭となる 23.8 万頭の農耕馬を主体にする「畜耕人力収穫作業の時代」であり，翌 36 年から道貸

トラクタセット貸付事業が始まりますから，トラクタ農業が本格化する直前です。一方の平成 17
年は，全作業を 1 戸に 3 台近いトラクタが担い，平均馬力 65Ps として 1100 万 Ps，50 年前に比べ

て 33 倍の動力を投入して投下労力を 1/5 にする省力化を図ったことになります。トラクタの適正

サイズは，トラクタ

機械化萌芽期の昭和

33 年頃には「10a 当

たり 1.0Ps」と言って

いましたが，機械化

爛熟期と言える今日

では「 10a 当たり

10PS」になったこと

になります。当初の

適正サイズに比べれ

ば過剰投資になったかに見えますが，1PS／10a はプラウ耕や１畦デガー止まりの能力で，収穫に

ハーベスタを使うと動力不足が間違いないため，それほど極端な過剰投資と言えないと思います。 
しかしながら，一昨年秋から水田・畑作経営所得安定対策策を基幹とする新しい農政が展開され，

北海道農業の転換期に入ったばかりか，これに応じて農家戸数が減って経営規模がさらに倍加する

と予測（北海道農業マネージメントの手引き）されています。吾々の農機業界は，生産労働に機械

なくして語れないと自負して新たな市場展開に大きな期待感を持ちながらも，これからの農業経営

がどのように発展するか，後継者難の中で農家がどのような経営体になるか，農作業体系の大幅な

変化にどのように対応するかなど，将来を見通した慧眼が求められています。本日の創立 50 周年

記念講演会は，斯界を率いる二名のリーダーにお願いしていますから，この中から将来を見通すヒ

ントを得て頂きたいと願っています。             （司会者の開会挨拶から） 
 
 
 
 
 

項 目 昭和 35年 平成 17年 倍率 

農耕地面積 96万 ha 116万 ha 大差なし 

農家戸数 23.3万戸 5.9万戸 1／4に減少 

農業就業者数 60.9万人 13.1万人 1／5に減少 

水稲投下労働時間／10a 150時間 28時間 1／5に減少 

 

項 目 昭和３５年 平成１７年 倍率 

農耕馬 23.8万頭≒23.8万 Ps ０頭≒０Ps 農耕馬１Ps／頭、耕耘機

10Ps／台、トラクタ平均馬

力は、昭和 35年 20Ps、平

成 17年 65Psと仮定。 

耕耘機 8千台≒8万 Ps 主力から外れる≒０Ps 

農用トラクタ 534台≒約 1万 Ps 17万台≒約 1100万 Ps 

合計馬力 32.8万 Ps 1100万 Ps 33倍 

10a当たり馬力 0.3Ps 9.5Ps 28倍 
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記念講演２ 
農業機械を巡る現状・課題と今後の方向―農

水省：審議会農機分科会での議論を踏まえ― 
東京農工大学副学長・理事  

農学博士 笹尾 彰 先生 

 
講師略歴 
【最終学歴】昭和 43 年 3 月京大農学研究科修了 
【職歴】昭和 43 年岡山大学農学部助手を振出し

に，石川県立農業短期大学講師，助教授を経て，

昭和 57 年東京農工大学農学部助教授，平成 4 年

同学教授，平成 11 年同学大学院連合農学研究科

長，平成 13 年同学農学部長，平成 17 年同学理事・

副学長（教育担当）となり，現在に至る。 
【主な役職】第 19 期学術会議会員，農業機械学

会会長（平成 15～17 年），農林水産省農業資材審

議会農業機械化分科会会長 
 

ただ今ご紹介頂きました

東京農工大学の笹尾です。

このたび（社）北海道農業

機械工業会が創立 50 周年

をお迎えられたことに心よ

りお慶び申し上げます。本

当におめでとう御座います。

また，このような記念すべ

き講演会に講師としてお招き頂き，大変光栄に存

じます。 
ご紹介頂きましたように，私は農水省の「農業

資材審議会農業機械化分科会」の会長を務めてお

りますので，本日は専ら本分科会が取り組んでき

た審議結果についてご報告申し上げます。 
 

１．農業資材審議会農業機械化分科会 
農業機械は，生産性の飛躍的な向上等のイノベ

ーションを通じて農業経営の改善を図り，魅力あ

る農業を実現していく上で，最も重要な生産資材

の一つです。わが国の『農業機械化対策』は「農

業機械化促進法」をベースに，それに基づいて制

定され，5 年毎に見直される「高性能農業機械等

の試験研究実用化の促進および導入に関する基

本方針（以後は基本方針と略称）」等に従って，

農業機械の開発・実用化，適正導入と利用コスト

の低減，農作業安全対策を中心に展開しています。 
一方，『農政』は我が国の食料・農業・農村に

関わる新たな国家戦略を確立するとの考え方の

下で，「21 世紀新農政 2007」（平 成 19 年 4 月）等

に基づいて国内農業の体質強化，国民・消費者の

視点に立った食料政策，地球温暖化対策など資

源・環境対策等の推進に向けた各種施策を展開し

ています。 
これらを背景に農業資材審議会農業機械化分

科会は，農業・農政の展開方向をはじめ，国内外

の農業機械の生産・流通状況，高齢者の農作業事

故の増加等，農業機械化を巡る情勢を踏まえつつ，

現行の農業機械化の施策を総合的に検証し，今後

の農業機械に関する施策の方向性について検討

をする組織であります。 
配付資料は，この分科会で昨年 5 月以降 4 回の

会合を経て取りまとめた中間整理であり，今後の

農業機械化施策について下記に箇条書きした五

つの視点から，現状・課題と今後の方向について

整理した内容です。本年 4 月には，その後の動向

を追加して農水大臣に答申・意見具申を行いまし

たが，大綱ではほとんど変わりませんのでご了承

頂きたいことと，ここでは追記部分についてもご

報告して参ります。今年度は，この答申の個々の

内容について施策の現状と進捗状況を把握し，更

なる具体化と発展を図るように検討を広めるこ

とにしています。 

 

 
１．農業機械の研究開発（＝①更なる省力・低コ

スト化，規模拡大，高品質化などの推進に向

けた，IT・ロボット技術等の先端技術の活用

等を通じた革新的な機械開発の推進。② 消費

者の信頼確保や環境負荷の低減などに資する

機械開発の推進。③ 産地との連携強化など開

発成果の充実に向けた開発プロセスの改善。

④ IT・ロボット技術等先端技術の農業利用に

向けた取組の強化） 
２.農業機械費の低減（＝① 国内メーカの海外展

開等を通じたものづくり基盤の維持・強化。

② 機能を絞った低価格農機の PR 活動等を通
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じた生産者の選択肢の拡大。③ 担い手の規模

拡大や農業機械費の低減の支援に向けた基本

方針の検討） 
３.農作業安全対策の強化（＝① 安全性能に優れ

た農業機械の製造・流通の確保のための取組

強化。② 農業機械の利用者に対する安全な操

作に係る技能や知識の習得・周知。③ 適正な

機械の管理・整備の徹底等に向けた啓発・指

導体制の強化。④ 農業機械に関する事故情報

の収集・分析，情報提供の仕組みづくり） 
４.型式検査の新たなニーズへの対応（＝機械の安

全性能，環境性能の確保の観点からの検査等

の見直し・強化） 
５.環境負荷の低減に向けた対策の強化（＝① 農

薬，肥料，燃料等の低減に資する機械の開発

と普及に向けた情報提供。② 省エネ利用マニ

ュアルや農業機械の BDF 利用の普及啓発の促

進） 

ここでは，5 項目の内から 1，2，5 項に重点を置

き，最後に 3 項について簡略にご報告します。 
また，平成 15 年に制定された「基本方針」は，

制定後 5 年を経て見直し年次になりましたので，

新しい基本方針案を答申しました。都道府県では，

この基本方針を地域の実情に合わせて補完・修正

し，本年度中に施行されます。ちなみに北海道で

は，農政部長通達「北海道における特定高性能農

業機械の導入に関する計画」および「農業機械導

入計画策定の手引き」となります。現行の最新版

（平成 16 年 3 月農改第 11110 号）は北海道のホー

ムページの下記の URL に掲載されています。 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/D229

E8BD-0EA9-4F30-A8C7-566D5C42D8B5/955655/ki
kai1.pdf 

 
 
２．農業機械の研究開発 
これまでの我が国における農業機械の研究開

発は，農業経営の改善を図るため，農作業の効率

化や軽労化を図ることを主眼に置いて進められ，

水田作や畑作など土地利用型作物を中心に効率

的な機械化体系を構築して労働時間の削減に寄

与してきました。一方，現在の我が国農業は，農

村部の高齢化等に伴う労働力不足や国際化に伴

う輸入農産物との競争に直面し，かかる条件下で

食料自給率の向上を図るには，担い手の育成・確

保とともに，農業生産の更なる省力・低コスト化，

規模拡大，農産物の高付加価値化等による国内農

業の体質強化が重要かつ喫緊の課題です。特に新

たな農業機械の開発は，生産コストの縮減を進め

る上で鍵となる要素の一つとして，強力に推進す

ることが求められています。また，食品の安全と

消費者の信頼の確保や，地球温暖化対策など環境

負荷の低減に資する農業の展開といった社会的

なニーズの高まりの中で，こうした課題に対応し

た農業の実現に資する農業機械の開発も必要と

なっています。これらの現状・課題を踏まえて当

分科会は，その中間報告において，重点的に推進

する方策として前刷りの通り(1)研究開発の基本

的な方向，(2)開発・実用化に関する公的機関の役

割，(3)先端技術の農業利用に向けた取組の強化，

に分けて整理しました。 
 
(1)研究開発の基本的な方向 
前段で申し上げた情勢と要請に対する対応に

ついて，最初に総括討論での委員の意見を紹介し

ます。まず「機械開発に際し，農業機械独自に開

発しようとせず，他業界の成果を積極的に導入し

て開発効率とコスト削減を図れないか」がありま

した。次に「開発に際してはユーザーを体系的に

組込み，ニーズ・シーズを生かすべきである」と

する意見群では，後に緊プロに触れますが，その

開発過程に現場の意見が生かされていない，同様

に課題設定時にも考慮されていないなどと言う

強い指摘がたくさん出ました。さらに「従来は農

作業の効率化・軽労化・省力化を図る土地利用型

作業機を中心にしてきたが，園芸分野，加工調製

や流通等の施設機械分野まで拡大すべきだ」，「地

域産業育成や地産地消の支援を機械開発面から

行っていくべきだ」と言うような多様な意見が出

され，これらを承けて研究開発の議論に入りまし

た。その結果，今後の農業機械の研究開発は，①

農作業における安全性の確保にも配慮しつつ，②

IT・ロボット技術等の先端技術なども活用した革

新的な農業機械の開発・機械化体系の確立を進め，

農業生産の更なる省力・低コスト化，規模拡大，

高品質化などを推進する。③食品の安全と消費者

の信頼の確保や，バイオマス利用による温室効果

ガスの削減を含む環境負荷の低減など社会的な

ニーズに対応した農業の実現のための農業機械

の開発，等を重点的に推進して行くべきである，

と整理しました。 
 
(2)機械開発・実用化に関する公的機関の役割 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/D229E8BD-0EA9-4F30-A8C7-566D5C42D8B5/955655/kikai1.pdf�
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/D229E8BD-0EA9-4F30-A8C7-566D5C42D8B5/955655/kikai1.pdf�
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/D229E8BD-0EA9-4F30-A8C7-566D5C42D8B5/955655/kikai1.pdf�
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国による機械開発は，野菜・果樹生産をはじめ

として労働負担が大きく，省力化の必要性が高い

にもかかわらず，マーケットサイズが小さいこと

等から民間企業の取組が期待できない分野を補

うものであり，公的機関である「生研センター」

と民間企業との共同研究によって農作業機の研

究開発を行ってきました。これを「緊プロ事業」

と呼び，ねぎ収穫機，大型汎用コンバイン等 47
機種が開発されています。今日では，農作業の安

全性の更なる向上や環境負荷の低減化などへの

対応など農業機械開発に対するニーズは一層高

まっていますが，一方で国内の農業機械市場が縮

小傾向にあることから，民間企業の取組が期待で

きない分野が拡大し，緊プロ事業の役割は重要性

を増しています。さらに「実用化促進事業」とし

ての開発も進められ，技術導入地域において既存

の作業体系からの大幅な省力化，軽労化等によっ

て生産現場における技術革新へ寄与しています。 
しかし一方では，皆さんご存じのように技術的

課題等の解決が図られず市販化に至らなかった

機種，または開発機の性能と価格とのバランス，

現状の品種や作業工程とマッチングできなくて，

市販化したものの十分に普及できなかった機種

も少なくありません。これら問題点は，前の個人

意見で紹介しましたが，ユーザーのニーズ・シー

ズが生かされていないためと思われましたので，

本委員会は，①課題選定に先だって農業者，普及

組織，栽培に係わる研究者，都道府県等の地方公

共団体，農機メーカなどから広く意見を聴き，開

発ニーズ・技術シーズ調査を徹底する等，透明か

つオープンなプロセスで開発・実用化機種の選定

等に向けた検討を行う，②開発当初から，ターゲ

ットとなる特定の産地や農業者との連携を更に

強化して，開発機の機能や構造に生産現場の実態

やユーザーのニーズをより一層反映させるとと

もに，機械化に適した品種や栽培技術に関する研

究開発との連携を強化する，④この際に機械開発

状況に応じて開発機の目標コンセプトを補正し

ていくことで，実用性の向上についても検討する

ように改善を求めました。その他に⑤こうした開

発プロセスの管理等を効率的に行うため，開発機

種等ごとに研究機関，産地，行政等の組織を横断

したプロジェクトチームを生研センターに設置

することも求めました。 
この答申後には，課題を一定程度絞り込むため

の行政，生研センター，新農機㈱，メーカの代表

等で課題候補を整理する課題選定準備委員会が

発足し，要請に添った具体的な推進法を検討し始

めましたし，本委員会も 4 月の最終答申でその後

の活動を適正と認めました。したがって，近くに

課題策定のためのニーズ・シーズ調査や課題毎の

プロジェクトチーム（PT）設立の動きが始まると

考えています。続いて PT の設立・運営を通じて，

産地，農業者や栽培技術開発との連携を一層強化

し，機械開発状況に応じて開発機の目標コンセプ

トを補正していくことで，従来よりも実用性を向

上して参ると思います。さらに開発期間は，基本

的に現行の 5 カ年から 3 カ年に短縮するとともに，

年度毎に PT が「中止」や「延長」を検討して効

率化を図ることになっています。 
次に「課題選定から開発着手までの手順」です

が，第 1 の「中間整理」の策定は昨年 9 月に完了

して，前述のようにニーズ・シーズ調査が行われ

ました。本審議会農機分科会には小委員会（北海

道からは原令幸さんが委員）を設置し，昨年 12
月末の第１回小委員会で対象機種の選定や開

発・実用化プロセスの改善等について検討いただ

き，2 月の第 2 回小委員会で選定する課題案とそ

の目標水準をとりまとめて頂きました。その結果



 農業機械北海道 No.870 - 12 - 

 

4 月に審議会への答申に至ったのであります。そ

の後，図のように参画メーカと協力産地の決定，

プロジェクトチームの発足，開発機のコンセプト

の詳細と開発工程等の詳細を決めて開発に入る

という手順になっています。 

 
 (3)IT・ロボット技術等先端技術の農業利用に

向けた取組の強化 
情報技術（IT）やロボット技術等の先端技術は，

独立行政法人や大学など一部の試験研究機関に

おいて農業分野への応用に向けた研究が実施さ

れ，一部に実用化したか，あるいは実用段階に近

い成果も現れていますが，生産現場への導入とな

るとまだ多くの課題が残されているのが実情で

す。一方，農業分野とりわけ生産技術段階におい

ては，①マーケットサイズが小さくて開発リスク

も高いため民間企業の取組が少ないこと，②形状

等を規格化できない生物やモデル化が難しい土

壌や気象を扱うこと，③精密機器や自動機器が苦

手とする屋外環境で利用される場面が多いこと，

等を背景に普及が進展せず，他産業における利用

状況と大きく異なっています。しかしながら，今

後，生産現場において担い手の規模拡大が進展し

ていく中で，国産農産物の強みである高い品質等

を維持発展させていくためには，これまでのよう

に農業者の勘や経験，労力だけを頼りにするので

はなく，ITやロボット技術を活用した農業技術の

開発に向けた試験研究に本格的に着手すること

が必要との強い意見が出されました。 
そこで，IT・ロボット技術等の先端技術を活用

して革新的な機械を開発し，野菜・果樹の収穫作

業などこれまで機械化が難しかった作業を改善

するほか，大規模経営において，農業者の勘や経

験だけに頼ることなくデータに基づいた肥培管

理作業を可能にするなど，従来の農業経営や生産

体系を変革するようなイノベーションを起こし，

大幅な省力・低コスト化，大規模化や高品質化の

ほか，環境負荷の低減などを可能とすることが必

要と提言しました。この時，これらの先端分野の

技術サイクルは非常に短いことに加え，農業分野

の市場は他産業分野に比べて小さいことから，他

分野で広く使われている既存の国際競争力の高

い技術を農業機械に応用していくこと，IT

やロボット技術等に係る研究等に取り組

んでいる大学，独法など他分野の研究機関

と，エレクトロニクス，情報通信，ロボテ

ィクスなど専門分野の壁を越えた連携を

行って，新たな農業機械を開発していくよ

うな行動を求めました。さらに生研センタ

ーでは，これら先端技術の農業利用の観点

から，関連技術のデータベースの作成，技

術交流の場の提供やシンポジウムの開催

等をはじめ，当該分野の研究をコーディネ

ートする具体的な仕組みづくりを検討す

るばかりか，IT・ロボット技術等の先端技

術の農業における将来像を具体的に示し

て，関係機関における研究開発の促進，他

分野の研究との連携や参入を促進するこ

とも重要だと考えました。 
 
 
３．農業機械費の低減対策 
質の高い食料を将来にわたって安定供給する

ため，食料供給コストの縮減等による国内農業の

体質強化が求められる中で，生産費の３割を占め

るという農業機械費の低減も要請されています。

この農業機械費を低減するには，製造，流通団体

等の自主的な取組を促すことが重要として，平成

８年度に関係団体等が「農業生産資材費低減のた

めの行動計画」を策定(13 年度及び 18 年度改定）

しています。同時に，これらの取組は「食料供給

コスト縮減アクションプラン」にも含められ，食

料供給コスト縮減策の一環にも加わっています。 
農業機械費を低減するには，①農機メーカが行

う製造コストの引下げ努力，②系統組織等の供給

サイドで低価格な農業機械の供給，③これと併せ

て効率的に利用するという農業生産現場での取

組を推進することが重要です。このため農林水産

省は，コスト低減に資する農業機械の開発・実用

化，基本方針に基づく適正導入や新技術導入等に

よる生産資材の合理的利用体系の確立等を推進

しています。こうした取組等により，農業機械費

や農業機械の農家購入価格は，近年やや低下傾向

にありますが，国内農業の体質強化に向けて一層

のコスト縮減が不可欠です。これと同時に，農業

機械を利用する農業生産サイドでも，担い手の育

成と相まった農地の面的集積を通じた稼働面積

の拡大と新しい生産技術の導入等を併せて行う

ことにより，農業機械費，労働費等の生産コスト

の一層の縮減を推進することが重要であります。
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また，国内農機メーカの海外展開トラクタを背景

に，トラクタの輸出等が増加傾向にあるものの，

国内市場が縮小傾向にあることから，農機生産の

効率化に向けて国内農機業界の国際化の更なる

加速化が重要であります。 

そこで本委員会の中間報告では，農業機械費の

低減を一層進めるため，供給面では，知的財産の

保護に留意しつつ，国内メーカの海外展開等を通

じてものづくり基盤の維持・強化を図るとともに，

製造コスト削減のため，型式の集約，規格の共通

化等の取組を進める。また，流通段階においては，

販売業者と製造メーカとの連携の下で，機能を絞

った低価格な農業機械の供給や安全に留意した

上での中古農機の活用等の取組をより一層推進

する。特に機能等を絞った低価格な農業機械につ

いては，最近の国際貿易の拡大傾向に伴って潜在

的な供給元が増加しつつあることも視野に入れ，

安全性の確保にも十分配慮しつつ，PR 活動等を通

じて農業者の選択肢を拡大する。一方の利用面に

おいては，基本方針に基づく適正導入の推進，担

い手への農地の面的集積の加速化，作業受委託や

リースの推進，直播等作期分散技術の導入等によ

る農業機械の稼働面積の拡大等効率利用をこれ

まで以上に強化していく，等々について前書きの

通り書き上げました。 
この中間報告の後，基本方針を中核として効率

利用などの機械費の低減に向けた事業の推進方

策や関係機関との連携および輸出の促進等を通

じた需要拡大などについて検討を続けていると

ころです。 
 
４．環境負荷の低減に向けた農業機械関連対策 
ここまで述べた機械開発と農業機械費の低減

に関連して，もう一つ重要な課題として環境負荷

の低減があります。今後の我が国農業の持続的な

発展に向けて，農業分野の地球温暖化対策の加速

化，地域の創意工夫を活かしたバイオマス利活用

の推進，有機農業をはじめとする環境保全型農業

の推進等，環境負荷の低減に資する農業を推進す

ることが不可欠です。特に地球温暖化問題につい

ては，その加速的な進行によって農業生産にも深

刻な影響を及ぼすことなども予測されているこ

とから，バイオマス利活用や環境保全型農業の

推進を含む地球温暖化対策の推進が急務とな

っており，農業機械分野においても平成 17 年

７月に策定された農林水産省の「地球温暖化対

策総合戦略」に沿った対策を着実に実施するこ

とが求められています。 
前年の中間整理では，農業生産における環境

負荷の低減を実現するため，化学肥料や農薬の

使用量を低減し，持続性の高い農業生産を可能

とするなど環境保全型農業の推進に資する農

業機械のほか，燃費の向上や作業工程の省略化

に資する農業機械，バイオマス利用に必要な農

業機械等に関する研究開発を推進する，環境負

荷の低減に連なる性能等に優れた農業機械の

開発・普及を促進するための検査や情報提供等

のあり方についても検討を進める必要がある

とまとめました。その後の討論では，昨年 7 月に

公表された「農業機械の省エネ利用マニュアル」

は，地球温暖化対策としての温室効果ガス排出抑

制のみならず，燃料費の節減の効果も期待できる

ことから，農業者が直ちに実践できる取組として

普及・啓発や内容の充実・強化を図ること，さら

に廃食油等を由来とするバイオディーゼル燃料

（BDF）等の農業機械への利用を推進するため，

長期的かつ安定的な利用に向けたガイドライン

を策定するとともに，その普及・促進を図ること

について議論を深めました。 
その一例として省エネルギー緊急対策につい
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て紹介します。上図は平成 19 年度に燃料価格が

高騰しましたので，省エネルギーに連なる農業機

械等の緊急整備対策が出されました。これは同年

度に限って行われ，対象機械は水稲直播機など右

図の 5 機種で，枠内にあるような補助率で助成さ

れました。 
次に BDF に向けた取組では，平成 19 年度に推

進委員会を設け，①農機の BDF 利用と製品保証

の範囲，②高濃度 BDF 利用の現状と課題，③BDF
安定利用を支援する地域システムのあり方など，

諸条件の調査を行い，BDF 利用の加速化への提言

や利用ガイドラインを提示して頂きました。本年

度は，これら成果を受けてモデル実証を行うこと

とし，「地産地消型バイオディーゼル燃料の農機

利用産地モデル確立事業」を展開し，なたねを栽

培 し て

BDF を

作り，こ

れ を 農

機 燃 料

に す る

と い う

地 産 地

消 態 勢

を作り，

効 果 的

に CO2

排 出 抑

制 が で

き る 組

織 を 持

つ 産 地

を 設 け

ます。 
 
 

５．平成 20 年度に選定した緊プロの対象機 
平成 20 年度に選定した緊プロの対象機につい

て説明します。本年度から実用化に向けて開発に

取り組む対象機種は，農畜産物の生産コストの縮

減に寄与し，①先端技術の活用等を通じた更なる

省力化に資する機械として，いちご収穫ロボット，

加工・業務用キャベツ収穫機，たまねぎ調製装置，

高機動型果樹用高所作業台車，可変径式ＴＭＲ成

形密封装置，高精度てん菜播種機，中山間地域対

応型汎用コンバインの 7 機種，②環境負荷の低減

及び農業生産資材の効率利用に資する高性能農

業機械として，果樹用農薬飛散制御型防除機，高

精度高速施肥機，高精度畑用中耕除草機，玄米乾

燥調製システムの 4 機種，合計 11 機種を設定し

ました。 
まず，更なる省力化に資する機械と 7 機種につ

いて簡潔に説明します。この内で機種名の後に

「新規」と記載したものは，平成 20 年度からの

新規事業であり，平成 22 年までの 3 年間で開発

を終えようと計画しています。 
（ア）いちご収穫ロボット（継続）は，平成 18
年度から開発を始めているもので，収穫適期のい

ちごの 6～8 割程度を収穫する無人ロボットです。

ハウス内という高温多湿条件下での長時間労働

からの解放を主なねらいにしています。従来は，

熟度が異なり点在した果実の中から収穫適期の

ものを見つけ，傷をつけないよう丁寧に扱うため，

作業はすべて人力に頼っていたが，収穫作業の 6
～8 割程度の自動化や収穫作業時間 1/3 程度削減

がねらいです。 
（イ）加工・業務用キャベツ収穫機（新規）は，

加工・業務用キャベツに対応した高能率な収穫機

で，機械化一貫体系による省力・大規模生産の実

現を主なねらいにしています。これの作業能率は，

在来法の 4 倍となる 40a/日を目標としており，こ

こ北海道を中心とした業務用キャベツ生産地帯

を対象にしています。 
（ウ）たまねぎ調製装置（新規）は，たまねぎの

自動タッピング・根切り調製機であり，都府県産

地では手作業であったものを機械化一貫体系に

仕上げて省力化を図るのが主なねらいです。 
（エ）高機動型果樹用高所作業台車（新規）は，

傾斜の少ない果樹園でのはしご作業に代わり，前

後，左右，昇降方向に自由に移動できる作業台車

であり，安全性の向上と省力化に主なねらいがあ

ります。 
（オ）可変径式 TMR 成形密封装置（新規）は，

計量器に梱包量の調節機能を持つ TMR の密封成

形装置であり，地域の未利用資源も活かした低コ

スト，高品質な飼料供給・利用体制の構築が主な

ねらいです。 
（カ） 高精度てん菜播種機（新規）は，移植栽

培体系に対し，労働時間や生産コストが大幅に低

減できる直播体系を確立するため，風害の影響を

緩和する機構を持つ高精度てん菜播種機を開発

です。北海道畑輪作における春作業の省力化や大

規模経営の実現が主なねらいとなっています。 
（キ）中山間地域対応型汎用コンバイン（新規）

は，従来の汎用コンバインが大型機で中小規模の

田畑に向かないことから，稲，麦，大豆，そば等

に対応した幅が 1.5m 内外の小型汎用コンバイン

を開発し，中山間地域の集落営農組織等における

省力・低コスト生産の実現を主なねらいにしてい

ます。 
次いで環境負荷の低減及び農業生産資材の効

率利用に資する高性能農業機械として選定した 4
機種について説明します。 
（ア）果樹用農薬飛散制御型防除機（継続）は，

平成 18 年度から開発を始めているもので，散布

方向・散布量制御機構やドリフト低減ノズルを装
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備したスピードスプレヤーを開発し，農産物のポ

ジティブリスト制によってドリフトの抑制が不

可欠になったことと農薬の節減による環境負荷

の低減を主なねらいにしています。 
（イ）高精度高速施肥機（新規）は，肥料性状に

応じた散布量の適正制御を行う高能率なブロー

ドキャスターを新規に開発し，適正施肥による環

境負荷の低減を主なねらいにしています。これに

は精密農業を意識して散布量の制御機構も装備

することになっています。 
（ウ）高精度中耕除草機（継続）は，平成 18 年

度から開発を始めているもので，梅雨期に作業す

ることの多い大豆の中耕除草及び培土作業を適

期に効率良く行うには，湿潤な土壌条件下でも高

精度な作業が可能で，ロータリー式従来機に比べ

作業能率が 1.5 倍以上となる高能率な機械の開発

です。機械除草の適用期間拡大・負担面積拡大，

手取り除草労力の軽減，茎葉処理除草剤使用量の

低減，雑草繁茂による減収の防止が図るなどの環

境負荷の低減を主なねらいにしています。 
（エ）玄米乾燥調製システム（新規）は，従来の

循環型乾燥機が 15%程度まで仕上げ乾燥して籾

摺機に入れるのに対し，乾燥を 20%程度で終えて

高水分籾摺作業を行い，再び静置型乾燥機でジッ

クリと乾燥するという高水分籾すりと玄米乾燥

を行う乾燥調製システムであり，農業生産におけ

る温室効果ガスの排出を抑制することを主なね

らいにしています。 
このように平成 20 年度の緊プロ機は，小委員

会の審議も経て分科会で決定し，大臣の諮問に対

して答申しました。 
 

３ 農作業安全対策 
農作業安全対策は，多くの委員が一番危惧して

いる事項です。特に農作業による死亡事故は，右

図の平成 12 年以降でも毎年 400 件前後も発生し，

農家戸数減少等にもかかわらずほとんど代わら

ないことが問題です。一般産業における就業人口

当たりの労災死亡事故件数は，明確に減少傾向に

あるのに対して，農業就業人口当たりの農作業死

亡事故件数は増加傾向にあることです。これは，

就業人口に占める高齢者の割合が農業において

極端に高く(平成 17 年で６割弱。全産業平均は１

割弱)，さらにこの割合が年々増えていることが主

な原因と指摘されますし，実際に平成 17 年にお

ける農作業死亡事故の 75％が 65 歳以上の高齢者

が占め，加齢による心身機能の衰え等により事故

を起こしやすいと思われます。今後も一層の高齢

化の進展が見込まれるており，事故件数がさらに

増えることが懸念されます。 
加えて，団塊世代の定年帰農や新規就農が増え

れば農業機械に関する事故の危険性が増すおそ

れがあること，担い手経営の増加によって，その

被雇用者に対する安全対策も重要な課題となる

こと，地方公共団体ごとにその取組内容や程度に

差があること等，新たな農業情勢に応じた事故防

止対策の強化が必要となっている。また，最近の

国際貿易の拡大傾向に伴って，機種によっては，

今後，これまで以上に多様な国々からの輸入が大

幅に増加することも見込まれ，近年の国民の製品

安全に対する意識の高まり等も踏まえ，輸入品も

含めた農業機械の安全性を確保するための対策

を検討することが必要であります。 
勿論，これまでも農作業事故を防止するため，

全国段階と地域段階の役割分担をして，型式検査

や安全鑑定合格機など安全性に優れた農業機械

の開発・普及の促進，農業者等に対する安全指

導・パンフレット配布等，労災保険の特別加入な

ど事故発生時の補償を柱とする対策が推進され

てきましたが，事故が減らないことから，安全運

動のさらなる強化をするため，下記の事項を取り

組むよう答申しました。 
①安全キャブなど安全面での装備や機能を備え

た農業機械を使用することで事故のリスクを

低下させることができる点を周知し，農業者の

選択に資するほか，輸入品も含めた安全で信頼

性の高い農業機械の製造・流通を確保する観点

から，型式検査や安全鑑定のあり方についてあ

らためて検討すること。 
②農業機械による事故が発生する複合的な要因

の一つには使用者の誤操作等も含まれており，

さらに今後，高齢者や定年帰農者等が増加すれ



 農業機械北海道 No.870 - 16 - 

ば，このような事故が増えるおそれがあること

から，安全な機械操作等に係る基本的な技能を

修得するための研修及び指導体制を強化する

こと。 
③適正な管理や点検・整備が行われなければ，農

業機械の安全性が低下する可能性があること

から，使用者に対する定期的な点検・整備に係

る指導・啓発等を強化すること。 
④地域段階での農作業安全対策の取組の更なる

強化を図るため，農業機械士等の現場段階での

指導体制の活用等を通じて，地域の安全啓発に

向けた運動を盛り上げていくこと。 
⑤現在の死亡事故調査に加え，より広範かつ詳細

な事故の実態，状況等を蓄積・分析し，迅速か

つ適切に情報提供を行っていくための仕組み

を検討すること。特にこれについては，中間報

告後に直ちに検討され，平成 19 年 12 月 3 日に

農水省生産局長から「農機具による事故等に関

する情報提供の要請について」（19 生産 5368
号）が発せられ，『製造・輸入・販売を行う事

業者は，農業機械による人身事故を把握した時

にすみやかに報告（編者注：北海道は農機関係

組織が揃って加盟する農作業安全運動推進本

部による調査で代替する）する』よう通達され

ました。 
⑥農業者等の安全意識を醸成するための研修

会・講習会の開催，農作業事故ゼロ運動の推進，

パンフレットの作成，安全啓発記事の新聞掲載，

農業機械士の育成・活用等。 
⑦農業機械の使用者に対し，農業機械の公道走行

に当たっての基本的な法律(道路運送車両法，

道路交通法等)を周知するとともに，トラクタ

への作業機等の装着による車両の安定性等に

ついて安全確保の観点から検討すること。 
 
おわりに 
去る 4 月に農政審議会農機分科会が提出した答

申またはまとめを，非常に雑ぱくな説明になりま

したが，一通りご紹介致しました。今後とも，農

機の開発・安全対策は大変重要ですから，ここに

お集まりの農機業界の皆様には，是非ともこれら

問題に努力し，関心を持ってくださいますようお

願いして，本日のご報告を終わりと致します。 
 

  
 
北農工では，平成 20 年 9 月に会員経営者（正 
 
 
 
会員 20 社，賛助会員 10 社，合計 30 社）によ

る「農機をめぐる景気動向アンケート調査」をと

りまとめた。燃油価格の上昇，肥料や飼料などの

資材の値上げ（6 月），水田・畑作経営所得安定対

策の交付金の確定（8 月），サブプライムローンの

破綻を契機とした金融不安や急激な円高(10 月)な
ど，その変化は急激で大きなものとなっている。

また，平成 19 年から鉄鋼や非鉄金属，部品類の

大幅な値上げにより，農機業界は極めて厳しい情

勢にあり，昨年度の出荷は 7～10 数％も減少して

おり，本年度は当初より出荷額を少なく見積もっ

た状況からスタートしている。なお，アンケート

調査は 8 月末締め切りで回答を得ているため，現

時点での判断と異なる場合があることに留意し

て下さい。 
１．自社出荷高について 

正会員および賛助会員を加えた全体（府県移出

を含む）では，上期実績は「横ばい」～「明確に

増加」が 65％以上であるが，下期予測はその割合

は 40％程度まで減少し下降ぎみを予測している。 
道内では，上期実績はその割合は 60％とやや低

く，下期予測は下降気味を予測している会社が半

数を占めている。細かく見ると-10%以上の減少を

予測する会社が 17%程度と昨年と比べて 5 ポイン

ト増加しており，府県移出を含む全体より，道内 
の農機を巡る状況は非常に厳しい。 
 
２．会員から見た道内景気について 

指数 状　　況 上期実績 下期予測 上期実績 下期予測 上期実績 下期予測 上期実績 下期予測
2 明確に増加（5～9.9%） 33.3% 11.1% 5.0% 23.1% 8.0% 3.4%
1 若干増加（+2.5～+5.0%） 11.1% 11.1% 20.0% 15.0% 11.5% 12.0% 27.6% 16.7%
0 横ばい（+2.5～-2.5%） 22.2% 22.2% 35.0% 20.0% 30.8% 24.0% 31.0% 20.0%
-1 若干減少（-2.5～-5.0%） 16.7% 38.9% 5.0% 10.0% 15.4% 40.0% 6.9% 23.3%
-2 明確に減少（-5.0～-9.9%） 11.1% 11.1% 15.0% 35.0% 11.5% 8.0% 13.8% 23.3%
-3 大きく減少（-10～-15%） 5.6% 5.6% 5.0% 5.0% 7.7% 8.0% 6.9% 6.7%
-4 極度に減少（-15%以下） 15.0% 15.0% 10.3% 10.0%

11.1% -33.3% -15.0% -50.0% 0.0% -36.0% -6.9% -46.7%
1.2 -3.8 -1.1 -5.7 0.0 -2.9 -0.6 -5.0

注：全社は府県移出を含む

中央値（50%点)   (%)
BSI

項　　目
正会員 全体

全社 道内 全社 道内

表１ 平成 20年度上期実績と下期予測 

厳しい農機業界の景気 
平成 20 年度景気動向アンケート調査 
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図 1 景気感 BSI に年次変動 

道内の一般産業と道内農機業界の景気感は，

「若干減少」から「明確に減少」と下降を見込ん

だ会社が 80％程度，「極度に減少｣が 10％となっ

ている。下期予測では上期に比べ 90%以上の会社

が減少を予測している。特に農機産業の景気は大

幅下降を大半の会員が見込んでおり，その低下は

昨年度をやや上回るとしている。これは，農家戸

数の継続的な減少，肥料や燃油価格の上昇に加え，

農家をとりまく先行き不安感が大きく影響して

いると思われる。農水省より肥料や燃油価格高騰

への対策，乳価の価格引き上げなどの対策が打ち

出されているが，「不安感」を一掃する迄には至

っていないと思われる。 
表 2 の最下段には「景気予測指数 BSI（Business 

Survey Index）」を記載している。横這い 100％も

しくは上昇と下降が同じ割合なら BSI=0 となる。

また，上昇が多ければプラス値，下降が多ければ

マイナス値となって，BSI は＋100≧BSI≧－100
の範囲に分布する。 

【 BSI=（上昇とする企業割合％－下降とする

企業割合％） 】 
一般産業の景気感を BSI（図 1）で見ると，近

年では平成 16 年をピークとして一般産業・農機

産業とも景気が下降している。昭和 63 年から平

成 20 年（20 年下期は予測）までの推移では概ね

5 年毎に景気の上昇と下降の起伏を繰り返してい

る。しかし，平成 17 年以降は落込みが著しく，

低迷期に入ったと思われる。従前は数年間の低迷

期の後には回復の兆が見られているが，現在は水

田・畑作経営所得安定対策を核とする農政の転換

やサブプライムローンに端を発する世界経済の

状況が連なって回復の兆となる要因が見えない

状況にあり，農政の後押し，技術開発による新規

需要の創出や市場開拓などが必要となっている。 
 
３．機種別実績と見通しについて 
機種別の自社実績と予測を前年対比で調査し，

BSI として 2 年間の推移を見るとほぼすべての分

野でマイナス値を示し，その範囲は-20～-60％で

ある。しかし，施肥播種管理機と畜舎付帯施設は，

H20 上期はやや持ち直しており，稲収穫機械では

下期予測を上昇と予測している。 
 
４．資材費高騰の影響について 
表 3 は資材費高騰による影響を調べた結果（10

月以前）であるが，一般鋼材，特殊鋼材，アルミ

等軽金属類は 10%以上の大幅上昇，プラスチック，

ベアリング等部品，電子部品などは 6～10%の値

上げであり，上げ幅が落ち着いてきた模様である

が，10 月の資材価格低下傾向の影響はまだ先のこ

とと思われる。輸送費については，5%程度上昇し

ている。 
農業機械の構成部材のすべてが高騰している

が，本年度の製品の販売価格を据え置きが 20％程

度，5％程度が 50％に抑えている企業が多く，ユ

ーザーへの農業機械の安定的供給に尽力してい

ることが推察できる。 
 
 
 
 
 

指数 状　　況 上期実績 下期実績 上期実績 下期予測 上期実績 下期実績 上期実績 下期予測
1 若干増加(+2.5～+5.0%) 3.4%
0 横這い(+2.5～-2.5%) 14.8% 7.7% 7.7% 8.0% 17.2% 10.0% 10.3% 9.7%
-1 若干減少 (-2.5～-5.0%） 63.0% 53.8% 30.8% 12.0% 51.7% 50.0% 27.6% 25.8%
-2 明確に減少 (-5.0%～9.9%） 22.2% 30.8% 50.0% 64.0% 31.0% 33.3% 48.3% 54.8%
-3 極度に減少（10％以上） 7.7% 11.5% 16.0% 6.7% 10.3% 9.7%

-92.3% -92.3% -92.0% -82.8% -90.0% -82.8% -90.3%BSI

項　　目
道内一般産業の景気 道内農機業界の景気

H19年 H20年 H19年 H20年

表２ 道内一般産業および農機産業の景気感 
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表0　完全報告企業による出荷額の変動推定表
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

出荷額(千円) 出荷額(千円) 出荷額(千円) 出荷額(千円) 出荷額(千円) H17 H18 Ｈ19

大規模４社計 8,492,354 8,826,187 8,803,398 8,141,774 8,161,392 － － －

前年比％ － 103.9% 99.7% 92.5% 100.2% 99.7% 92.2% 92.5%

中規模５社計 2,134,901 2,126,657 2,170,445 2,076,445 1,888,582 － － －

前年比％ － 99.6% 102.1% 95.7% 91.0% 102% 97.6% 88.8%

小規模5社計 1,258,952 1,195,036 1,001,748 881,385 787,400 － － －

前年比％ － 94.9% 83.8% 88.0% 93.5% 83.8% 73.8% 69.4%

サンプル14社合計11,806,047 12,087,880 11,930,715 11,060,698 10,837,374 － － －

前年比％ － 102.2% 98.6% 92.7% 98.0% 98.6% 91.4% 89.7%

全社集計値 20,126,508 21,651,646 21,179,414 20,261,926 18,499,421

＊H16年の出荷額は多くの企業が極大値になっている

　　　年次
区分

平成16年度比

集計会社数変動あり

本会会員の農業機械 
出荷調査結果の概要 

 +10%以上 +6～+10% +1～ + 5%  ±1%未満  -5～-1 % -6～-10% -10%以上

一 般 鋼 材 69% 15% 15%
特殊鋼等高級鋼材 67% 24% 5% 5%
アルミ等軽金属類 56% 38% 6%

プラスチック類 26% 42% 32%
ベアリング等部品 27% 27% 41% 5%
電子機器・部品 41% 24% 29% 6%

輸  送  費 17% 22% 48% 13%
主製品の製造原価 42% 25% 33%
全製品の製造原価 42% 21% 38%
製品流通の営業費 13% 8% 58% 21%
代理店・販売店の
価格変動容認限界

24% 43% 33%

主製品の販売価格 30% 41% 22% 7%
全製品の販売価格 24% 52% 20% 4%
空欄は0%

割合

区　　分

原材料等の
価格動向

自社製品の
価格予測

表３ 生産資材高騰による影響調査 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
本会は，恒例により正会員 35 社の「平成 19 暦

年生産・出荷実績」を取りまとめた。平成 19 暦

年度は，出荷金額 185 億円（昭和 60 年基準の物

価指数換算額 161.4 億円），前年度比 98％となっ

た。図 1 に示すように平成 12 年から平成 17 年ま

では景気回復傾向をなんとか維持し，僅かながら

も上昇傾向にあった。しかし，水田･畑作経営所

得安定対策の導入より農家に戸惑いが生じ，農機

の買い控えにより，再度下降に向かう傾向になっ

た。 
本調査は会員の生産出荷報告書を集計したも

のであるが，集計する会員数が変動するため，厳

密には各年次の総出荷額から年次変動の判断は

難しい。そこで昨年に引き続き平成 15 年から連

続 5 年間を完全に報告された 14 会員の出荷額に

的を絞り，大規模 4 社，中規模 5 社，小規模 5 社

と分類して集計し，年次変動を推定した。14 社全

体の出荷額は全体のほぼ 60％を占め，シェアを見

ると大規模 4 社で 45％，中規模 5 社で 10％，小

規模 5 社で 4％であり，最大出荷額の平成 16 年と

比べると大規模会社や中規模会社よりも小規模

会社の出荷額比が少なく，大中企業と小企業の格

差が広がる傾向が見られる。 
機種別の出荷額の推移を図 2 に示した。長期的

に見て低下傾向にあるのは「畑収穫機械」，「酪農

圃場機械」，「土作業機」であり，「土作業機」は

漸減であるが，前 2 者の低下は「土作業機」より

大きい。これは，大規模営農の増加，コントラや

作業受委託などにより，更新時や新規購入時には

小型作業機を止め大型作業機への導入が原因と

考えられる。また，収穫時期の秋期は降雨率が高

いため，高能率作業への要望も一因であろう。畑

作や酪農では今後もこの傾向が続くと推察され，

高精度で高能率な作業機の開発・出荷，新たなシ

ステム作りが必要と思われる。 
出荷額の前年対比（H19/H18 比）を見ると，全

体で 0.91 と約 10%減少している。内訳を見ると，

畑収穫機械が 0.69 と大きく低下し，また年次変動

が大きいがその他（部品類など）は 0.79 と減少し

ている。H18/H17 比を見ると全体は 0.95，その中

で播種管理機械が 0.86 と大きく減少したが，その

他の低下は少なかった。H18，H19 と 2 年連続の

低下が続き，農業機械は厳しい状況にあると思わ

れるが，畜舎付帯機械が前年を上回り，僅かであ

るが明るさが見える。 
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図1 北農工正会員の生産出荷実績の年次推移 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講演会・シンポジューム情報 
 
１．2008/11/8 北海道高度情報化農業研究会主催のセミナーが「かでる 2･７」で開催されました。

Mr. Marc Vanacht（米国農業コンサルタント）から「Price Issues in Agriculture」，東京農工大学澁澤

教授から「知的財産戦略における精密農業の役割」の講演がありました。 
２．2008/11/7 北海道高度情報化農業研究会主催の「情報技術の草地管理システムへの導入」セミナー

が「道立根釧農試」で開催され，関係者より草地や放牧におけるリモートセンシングや GIS など

について発表がありました。 
３．2008/11/18 （株）ズコーシャ主催の「可変施肥マップを利用した自動可変施肥機」の実演会が

帯広市で開催され，施肥機の説明と実演会が行われました。 
４．2008/11/21 第 3 回十勝小豆研究会が帯広市で開催され，小豆餡や流通などの発表がありました。 
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2
0

単
位

：
台

、
千

円
、

％

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

Ⅰ
　

土
作

業
機

並
び

に
土

地
改

良
機

械
1
4
5

1
3
5
,0

9
3

1
7
5

1
5
9
,8

8
3

5
0

5
2
,4

1
5

3
4
.5

%
3
8
.8

%
1
3
3

1
2
4
,3

2
9

0
0

0
0

Ⅱ
　

施
肥

･
播

種
･
管

理
用

機
械

7
1

3
8
,1

7
8

4
6

7
,2

4
9

4
3

1
7
,3

6
8

6
0
.6

%
4
5
.5

%
1
1

3
,2

1
9

3
2

1
4
,1

4
9

0
0

Ⅲ
　

田
畑

作
物

用
収

穫
作

業
機

4
3
0
,3

9
0

2
0
0

1
4
0
,0

0
0

2
3
0

2
4
0
,0
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0

5
7
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0
.0

%
7
8
9
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%
2
3
0

2
4
0
,0
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0

0
0
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0

Ⅳ
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農
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場
機
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3
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1
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3
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1
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4
2
.9
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3
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の
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行
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行
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1
6

4
8
6
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3
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Ⅸ
　

そ
の

他
の

自
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式
作

業
機

4
4
2

3
2
3
,5

8
5
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7

0
6
7

7
1
,2

7
6

1
5
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%
2
2
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%
3

5
,1
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0

6
4

6
6
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6
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Ⅹ
　

部
品

･
そ

の
他

1
5
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7
6

6
9
1
,6

3
3

2
0
,0

3
3

6
8
6
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1

1
9
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9

7
4
7
,0

8
6

1
3
2
.2

%
1
0
8
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%
1
6
,8

9
2

2
5
6
,3

6
5

3
,0

3
7

4
8
4
,3

7
0

0
6
,3

5
1

他
社

仕
入

総
計

1
9
,7

6
1

1
,7

8
5
,4

8
7

2
2
,2

1
4

1
,1

0
7
,4

7
3

2
1
,7

7
7

1
,4

7
4
,4

4
6

1
7
,8

8
1

8
3
8
,3

0
7

3
,9

7
6

6
9
6
,0

4
5

3
6
,9

2
0

う
ち

会
員

仕
入

3
0
1

2
0
8
,4

9
0

4
2
4

7
8
,1

4
2

平
成

１
８

年
出

荷
実

績
道

内
向

道
外

向

道
内

向
道

外
向

輸
出

向

表
2
　

正
会

員
他

社
仕

入
・
輸

入
分

　
　

平
成

１
9
暦

年
農

業
機

械
仕

入
出

荷
実

績
調

査
総

括
表

機
　

種
　

名

参
考

平
成

1
9
年

度
の

他
社

か
ら

の
仕

入
平

成
1
9
年

出
荷

実
績

前
年

比
出

　
荷

　
仕

　
向

　
先

　
内

　
訳

輸
出

向

表
１

　
　

　
正

会
員

  
平

成
１

9
年

歴
年

出
荷

実
績

調
査

総
括

表

機
種

名
平

成
１

8
年

度
出

荷
実

績

出
荷

仕
向

先
内

訳

平
成

1
9
年

度
の

生
産

金
額

平
成

1
9
年

度
の

出
荷

金
額

前
年

比
平

成
1
8
年

度
実

績
（
左

表
の

内
訳

）

表
3　

　
　

　
自

社
生

産
分

　
　

平
成

19
年

歴
年

出
荷

実
績

調
査

表
　

　
総

括
表

単
位

：台
、

千
円

、
％

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

台
数

金
額

総
計

64
,9

73
19

,1
44

,7
38

65
,9

94
16

,5
22

,5
54

67
,7

39
18

,5
60

,5
31

96
.9

%
44

,4
70

12
,0

96
,7

97
22

,9
27

6,
11

5,
29

6
38

8
34

8,
43

8

土
作

業
機

並
び

に
土

地
改

良
機

械
　

計
7,

15
8

3,
74

9,
69

4
6,

51
5

3,
61

0,
98

0
6,

63
9

3,
65

9,
49

2
97

.6
%

2,
34

1
1,

84
5,

03
0

4,
29

8
1,

81
4,

22
6

0
23

6

施
肥

・播
種

･管
理

作
業

機
計

12
,8

81
4,

87
3,

40
0

15
,7

26
3,

76
5,

62
0

16
,5

86
4,

63
7,

42
3

95
.2

%
13

,3
11

3,
77

2,
22

9
3,

23
2

84
9,

53
9

43
15

,6
55

田
畑

収
穫

機
　

計
1,

45
2

3,
09

8,
40

1
1,

26
2

2,
56

9,
82

6
1,

37
6

3,
03

1,
89

9
97

.9
%

1,
29

4
2,

87
9,

57
9

78
14

1,
97

0
4

10
,3

50

粗
飼

料
収

穫
機

類
　

計
4,

49
8

3,
31

7,
95

5
3,

94
3

2,
70

9,
67

5
4,

52
9

3,
29

5,
90

5
99

.3
%

54
1

62
3,

71
8

3,
69

4
2,

35
4,

11
1

34
0

31
8,

07
6

畜
舎

付
帯

機
器

等
　

計
35

,1
23

1,
94

6,
66

6
35

,3
40

1,
97

9,
10

3
35

,1
29

1,
92

3,
45

9
98

.8
%

24
,4

75
1,

72
3,

50
1

10
,6

54
19

9,
95

8
0

0

運
搬

機
械

　
計

2,
80

0
62

1,
24

2
2,

23
2

50
7,

59
1

2,
50

2
52

6,
22

3
84

.7
%

1,
89

4
35

4,
57

5
60

8
17

1,
64

8
0

0

そ
の

他
の

機
器

　
計

81
0

59
7,

28
8

77
9

53
1,

15
1

71
9

53
1,

15
3

88
.9

%
48

4
38

0,
51

7
23

4
14

9,
93

6
1

70
0

歩
行

式
作

業
機

類
　

計
2

78
5

25
0

5
25

0
32

0.
5%

5
25

0
0

0
0

0

自
走

式
作

業
機

　
計

24
6

10
7,

24
6

18
9

78
,2

64
25

1
87

,9
61

82
.0

%
12

3
28

,7
81

12
8

59
,1

80
0

0

共
通

部
品

　
計

3
83

2,
76

8
3

77
0,

09
4

3
86

6,
76

6
10

4.
1%

2
48

8,
61

7
1

37
4,

72
8

0
3,

42
1

輸
出

向

出
荷

仕
向

先
内

訳

平
成

19
年

度
実

績
（左

表
の

内
訳

）
機

種
名

道
内

向
道

外
向

平
成

18
年

度
出

荷
実

績
平

成
19

年
度

の
自

社
生

産
平

成
19

年
度

の
出

荷
金

額
前

年
比

平
成

19
年

度
実

績

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 北海道企業名鑑の訂正とおわび 

誤りがありましたので，次のように訂正をお願いします。 

P71 販売実績 万円（誤）⇒ 千円（正） 
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